
 

平成 30年 8月 21日 

 

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答を行いました 
～労務監査のための初期費用立替等サービスについて～ 

 

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管

の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 

 

1．「グレーゾーン解消制度」の活用結果 

今般、労務監査に対して、初期費用の立替や業務支援を行うサービスを開始すること

を検討している事業者から、以下の通り、照会がありました。 

・事業の実施に当たり、当該事業の１つである費用の立替が、割賦販売法第３５条

の３の２３の個別信用購入あっせん業者としての登録を受ける必要があるか否

か。 

 

これを受け、割賦販売法を所管する経済産業省が検討を行った結果、以下の回答を

行いました。 

 ・当該事業が個別信用購入あっせんに該当する場合であっても、当該事業主が営

業のために締結する契約に係るものと認められ、割賦販売法第３５条の３の６０第

２項第１号により、割賦販売法の個別信用購入あっせん業者の登録の規定は適用

されない。 

 

これにより、割賦販売法の適用の範囲がより明確になることで、企業間の立替を活用

した新たなサービスが創出されることが期待されます。 

 

2．「グレーゾーン解消制度」の概要 

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の

有無を、事業者が照会することができる制度です。 

 

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府

に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁への長への確認を経て、照会された事業

内容について、規制の適用の有無を回答するものです（本件の場合、事業所管官大

臣及び規制所管大臣は経済産業大臣となります）。 
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